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（提案理由）  

市長の給料を減額して支給するに当たり、条例を制定する必要がある。 
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八代市長の給料の減額支給に関する条例 

令和８年４月１日から同年７月３１日までの間における市長の給料につ

い て は 、 八 代 市 長 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 八 代 市 条 例 第 ５ １

号）第３条本文の規定にかかわらず、同条例別表に定める給料月額から当

該給料月額に１００分の５０を乗じて得た額を減じた額を支給する。 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。 
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